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国土交通省による適正原価の設定に向けた書面調査の実施について 
（会員事業者への周知と回答の働きかけのお願い） 

 

 平素は当協会の業務運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 ご承知のとおり、令和７年６月に成立、公布された貨物自動車運送事業法の一部を

改正する法律（令和７年法律第６０号）において、「運賃及び料金に係る適正原価」（第

９条の２）が新設されることとなりました。 

国土交通省では、貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金について、貨物自動車運

送事業の適正な運営を図るための原価を定めるにあたり、貨物自動車運送事業者の原

価構造の実態等を把握する必要があり、下記概要にて、全ての貨物自動車運送事業者

に対して、標記調査を実施することとなりました。本調査は貨物自動車運送事業法第

６０条に基づき報告を求めるものであり、回答の義務がある調査となります。 

この度、別添のとおり、国土交通省物流統括調整官より、本調査に対する協力依頼

がありましたので、本調査実施の趣旨をご理解いただきますとともに、様々な媒体、

機会を利用して積極的に傘下会員事業者に対し回答を働きかけていただきますよう、

ご協力をお願いいたします。 

 

記 

１．調査対象事業者  全事業者 

２．スケジュール 
（1） 調査票発送 

・ドライバン等：令和８年１月７日（水）から順次発送 
※なお、特殊車両は、令和８年１月１３日（火）から順次発送 

（2） 回答期限   
・ドライバン等：令和８年２月２０日（金）まで 

※なお、特殊車両は、令和８年２月２７日（金）まで 

３．回答方法（（1）、（2）のいずれか選択） 
 （1）ＷＥＢサイト上での回答（https://www.mlit.site） 
 （2）Ｅｘｃｅｌファイルに入力しメールにより返信  
  ※やむを得ない場合には、同封の書面調査票にご記入いただき、返信用封筒で 

ご返送ください。 

４．調査内容 別添調査票のとおり 

５．本調査に関する問い合わせ先 
  ○適正原価調査コンタクトセンター 
   電子メール：ask@mlit.site  

 ＦＡＸ：03-5791-1149 03-6273-0485 
   ※なお、上記問い合わせ先に加えて、解説動画、ＦＡＱ一覧もＷＥＢサイトに掲

載されております。調査票とともに詳しい記載要領も同封されております。 
 

以 上 

https://www.mlit.site/
mailto:ask@mlit.site


適正原価に関する実態調査について

スケジュール

調査票発送 令和８年１月上旬

回答期限

ドライバン等
（霊柩車含む）

令和８年２月２０日(金)

特殊車両 令和８年２月２７日(金)

対 象

全事業者

回答方法（以下から選択）

➢ WEBサイト上から
➢ エクセルファイルに入力しメールにより返信
※やむを得ない場合には、調査票に直接記入し郵送で返信することも可

調 査 内 容

➢ 事業者の概要（事業者名、住所、保有車両台数等）

➢ 経営・財務状況（売上高、営業利益等）

➢ 取引条件等の実態（附帯作業、待機時間等）

➢ 各車両等の実態（車両の形状、運行実態等）

問合せへの対応（以下を設置します）

➢ 解説動画
➢ FAQ一覧
➢ 専用メールアドレス
➢ 専用FAX

本調査は貨物自動車運送事業法第６０条第１項及び
貨物自動車運送事業報告規則第３条に基づき臨時
の報告を求めるものであり、
回答の義務がある調査となります。

令和８年１月８日

企 画 部

ドライバン等

単車：ﾊﾞﾝﾎﾞﾃﾞｨ、ｳｨﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｨ、平ﾎﾞﾃﾞｨ、幌ｳｨﾝｸﾞ
バン型（常温）の被牽引車とそれを牽引する牽引車

特殊車両

冷蔵車・冷凍車、ダンプ車、タンク車、バルク車、コン
テナ輸送車、コンクリートミキサー車、トラック搭載型
クレーン車、霊柩車、一般廃棄物輸送者車（塵芥車、
衛生車等）、車積載車（キャリアカー）、重量物輸送車
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